
   上牧町特産品開発支援補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、ふるさと納税制度を活用した地域資源の PRを行うことで、

上牧町の魅力向上及び地域産業の活性化を図るため、上牧町の特色と地域資

源を活かした魅力ある特産品を開発する者に対し、特産品の開発及び改良に

要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その

交付に関しては、上牧町補助金等交付規則（令和３年３月規則第１９号。以下

「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

(1) 特産品 主として町内で生産された原材料を加工したもの又は町内で製

造し、若しくは加工した商品であって、本町の特色を生かし魅力の発信に資

する訴求力のあるものとして町長が認めるものをいう。ただし、総務省が定

めるふるさと納税に係る返礼品の基準を満たすものであること。 

(2) 町税等 町・県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高

齢者医療保険料、介護保険料及びその他町に対して納付義務が生ずるもの

をいう。 

 （補助対象事業者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象事業者」という。）は、

町内に事業所を有する個人事業者又は法人のうち、次の要件を全て満たすも

のとする。 

(1) 本事業を活用して開発又は改良された特産品を上牧町ふるさと納税の返

礼品として登録すること。 

(2) 町税等に滞納がないこと。 

(3) 補助対象事業者（法人の場合にあっては、当該法人及び代表者、役員等）

が、上牧町暴力団排除条例（平成２３年１２月上牧町条例第１７号）第２条

第１号から第３号までに規定する暴力団、暴力団員若しくは暴力団員等又

はこれらのものとの密接な関係を有する者でないこと。 

 （補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、

次に掲げる事業とする。 

(1) 特産品を新たに開発する事業 

(2) 既存の製品等を改良し、特産品とする事業 

 （補助対象経費） 



第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、

次の表のとおりとする。 

補助対象経費 補助対象経費の内容 

特産品の開発、改良に要す

る経費 

原材料費、技術コンサルタント料、加工費、消

耗品費、機材装置の購入又はレンタル料（既存

機器の更新は対象外、申請者が自ら直接使用

するものに限る）、外部専門家謝金及び旅費等 

品質検査・栄養成分の分析

等に対する経費 

品質保証表示等を得るための費用、成分分析

費等 

商標登録等に要する経費 商標登録等に係る費用 

パッケージ、ラベル等の制

作に係る経費 

デザイン料、印刷費等 

販売促進に係る広報等に

要する経費 

広告宣伝費、ホームページ開設又は改修費等 

その他 町長が必要と認める経費 

２ 前項の規定に関わらず、人件費、食糧費及び町長が補助の対象とすることが

適当でないと認めるものについては、補助対象経費から除くものとする。 

 （補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費の３分の２以内の額とし、２０万円を限度

とする。ただし、１,０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる

ものとする。 

 （補助金の交付回数） 

第７条 同一事業者に対する補助金の交付は、１年度につき１回を限度とし、累

計交付回数は３回までとする。 

 （補助金の交付の申請） 

第８条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、上牧

町特産品開発支援補助金交付申請書（第１号様式）に、次に掲げる書類を添え

て、町長に申請しなければならない。 

 (1) 事業計画書（第２号様式） 

(2) 収支予算書（第３号様式） 

(3) 個人情報の取扱いに関する同意書（第４号様式） 

(4) 誓約書（第５号様式） 

(5) 製造場所の写真（外観・内観） 

 (6) その他町長が必要と認める書類 

 （補助金の交付の決定） 

第９条 町長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、補



助金の交付の可否及び金額を決定し、申請者に対し、上牧町特産品開発支援補

助金交付（不交付）決定通知書（第６号様式）により通知するものとする。こ

の場合において、町長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認

める場合には、必要な条件を付けるものとする。 

２ 町長は、前項の審査に当たり、別に定める審査判定委員会に諮問し、意見を

聴くものとする。 

 （変更等の承認の申請） 

第１０条 前条第１項の規定による決定を受けた申請者（以下「補助事業者」と

いう。）は、規則第５条第１項第１号の承認を受けようとするとき又は補助対

象事業を中止しようとするときは、上牧町特産品開発支援補助金変更等承認

申請書（第７号様式）に、当該変更等に係る書類を添えて、町長に提出し、そ

の承認を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる軽微な変更につい

ては、この限りでない。 

 (1) 事業内容に大幅な変更をもたらすものではない事業計画の細部の変更を

しようとするとき。 

 (2) 補助対象経費の区分ごとに配分された額の２０％以内の変更をしようと

するとき。 

２ 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助対

象事業の変更又は中止について承認することを決定したときは、上牧町特産

品開発支援補助金交付決定事業変更等承認決定通知書（第８号様式）により補

助事業者に通知するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、補助対

象事業の変更等に係る承認事項について、委員会に意見を聴くことができる

ものとする。 

 （補助金の概算払） 

第１１条 町長は、補助金の交付を決定した場合において、必要があると認める

ときは、予算の範囲内で補助金の概算払をすることができる。 

２ 前項の規定により補助金の概算払を受けようとする者は、上牧町特産品開

発支援補助金概算払請求書（第９号様式）を町長に提出しなければならない。 

 （指示及び検査） 

第１２条 町長は、補助事業者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検

査を行うことができる。 

 （状況報告） 

第１３条 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は

補助対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示

を受けなければならない。 

 （実績報告） 



第１４条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、上牧町特産品開発支

援補助金実績報告書（第１０号様式）に、次に掲げる書類等を添えて、当該補

助事業の完了の日から起算して３０日を経過した日又は町長が別途定める期

日のいずれか早い日までに、町長に報告しなければならない。 

 (1) 収支決算書（第１１号様式） 

 (2) 補助対象経費に係る領収書等の写し 

 (3) 補助金により開発した特産品。ただし、特産品の提出が困難であるとき

は、特産品の写真をもって代えることができる。 

 (4) その他町長が必要と認める書類 

 （補助金の確定） 

第１５条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合において、適当と認めた

ときは、補助金の額を確定し、上牧町特産品開発支援補助金確定通知書（第１

２号様式）により補助事業者に通知するものとする。 

 （補助金の精算） 

第１６条 第１１条第２項の規定により概算払を受けた補助事業者は、上牧町

特産品開発支援補助金概算払精算報告書（第１３号様式）を町長に提出しなけ

ればならない。 

２ 補助事業者は、前項の規定による精算により、概算払の額が確定した補助金

の額を上回る場合は、その差額分を町長に対し返還しなければならない。 

 （補助金の請求） 

第１７条 第１５条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を

受けようとするときは、上牧町特産品開発支援補助金交付請求書（第１４号様

式）を町長に提出しなければならない。 

 （補助金の交付） 

第１８条 町長は、前条の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を

交付するものとする。 

 （交付決定の取消し等） 

第１９条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する

ときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 (1) 第９条第３項の規定により町長が付けた条件に違反したとき。 

 (2) 第１０条の規定に違反したとき。 

 (3) 第１２条の規定による町長の指示に従わなかったとき又は検査を拒み、

忌避し、若しくは妨げたとき。 

 (4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

２ 前項の規定により、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合

にあっては、町長は、当該取消しに係る部分に関し、既に交付した補助金の返



還を命ずるものとする。 

 （補助金の経理等） 

第２０条 補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にし

た証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会

計年度の終了後５年間保存しなければならない。 

 （その他） 

第２１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。 

 

   附 則 

  この要綱は、公布の日から施行する。 

   附 則 

  この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 


